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７．市町村における取組の方向性 

7.1 緑の基本計画の活用について 

近年の環境問題に関する関心の高まりや自然とのふれあいに対する国民のニーズに応え、

都市における良好な生活環境を形成するためには、一定の目標の下に、都市公園の整備、特

別緑地保全地区や生産緑地地区の決定等都市計画制度に基づく施策と、民間建築物や公共公

益施設の緑化、緑地協定、ボランティア活動、各種イベント等都市計画制度によらない施策

や取組を体系的に位置づけ、官民連携の下、計画的かつ系統的に緑地の保全・創出を図るこ

とが必要です。これらの実現のためには、まちづくりの主体である市町村において緑の基本

計画を策定し、具体的な取組内容を明確に位置づけることが望まれます。 

以下に、緑の基本計画の策定（改訂）の参考としてもらうべく取組例等を記載します。 

また、緑の基本計画の策定・改定の際に参考となる図書もありますので、併せてご活用く

ださい。 

おおむねの構成要素として考えられる「緑の配置検討」「施策検討」を実施するにあたっ

て、参考となる事例やガイドライン等を記載します。 

 

表28 緑の基本計画の主な関連資料 

名称 発行 発行年月 

都市緑地法運用指針 国土交通省都市局 平成30年4月1日改正

新編 緑の基本計画ハンドブック 
社団法人 

日本公園緑地協会 
平成19年4月 

平成29年度版 公園緑地マニュアル 
一般社団法人 

日本都市公園緑地協会 
平成30年3月 

新たなステージに向けた緑とオープンスペー

ス政策の展開について 

国土交通省 都市局 

公園緑地・景観課 
平成28年5月 

都市公園のストック効果向上に向けた手引き 
国土交通省 都市局  

公園緑地・景観課 
平成28年5月 

生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手

引き 

国土交通省 都市局  

公園緑地・景観課 
平成30年4月 

これからの社会を支える都市緑地計画の展望 

人口減少や都市の縮退等に対応した緑の基本

計画の方法論に関する研究報告書 

国土交通省  

国土技術政策総合研究所
平成28年6月 

防災系統緑地の計画手法に関する技術資料 

－都市の防災性向上に向けた緑の基本計画等

の策定に係る解説書－ 

国土交通省  

国土技術政策総合研究所
平成30年6月 
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■主な取組一覧 

 

7.2.1 緑の配置方針 

取組１  生物多様性の保全に向けた水と緑のネットワークの形成 

取組２  将来都市構造の構築と連動した緑の配置 

 

7.2.2 施策検討 

（1）総合的な取組について 

取組３  地域特性に応じた在来種の植栽・管理 

取組４  防災系統緑地の充実による災害対応 

（2）都市公園等の整備及び管理について 

取組５  公園のストック再編の推進 

取組６  官民連携による公園等の整備及び管理の推進 

取組７  多様な主体による公園緑地のマネジメントの促進 

取組８  計画的な公園施設の老朽化対策 

（3）都市公園以外の施設緑地について 

取組９  市民緑地の活用による緑化推進 

取組１０ 地域特性に応じた市民農園の検討 

取組１１ 街路樹等の適切な維持管理 

（4）地域制性緑地の保全等について 

取組１２ 特別緑地保全地区を活用した市街地内の緑の保全 

取組１３ 都市農地の保全 

取組１４ 多自然川づくりの検討 

（5）民有地を含めた緑化・保全 

取組１５ 民有地緑化の支援 

取組１６ 緑の環境学習の推進 

取組１７ 多様な主体の参画による緑のまちづくりの推進 

取組１８ 緑化重点地区の指定 

取組１９ 緑化地域の指定による緑化推進 

取組２０ 保全配慮地区等を活用した緑の継承 

 

取組例のページでは、都市緑地法第 4 条 2 項においておおむね定めるものと「都市公園の整備」

「都市公園の管理」「緑地の確保」「緑化の推進」のいずれの方針に該当するか記載します。愛知県

広域緑地計画の３つの方針のいずれに該当するかも併せて記載します。 
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7.2 市町村における緑の基本計画の検討について  

7.2.1 緑の配置方針 

取組１ 生物多様性の保全に向けた水と緑のネットワークの形成 

  

都市緑地法との対応 都市公園の整備 都市公園の管理 緑地の確保 緑化の推進 
  

対応する基本方針 いのちを守る緑 暮らしの質を高める緑 交流を生み出す緑 

急激な都市化は、都市部における緑地の量・質の低下を招き、特定の動植物の退行や生態

系の変化など、生物多様性の危機を引き起こす原因の一つとなっています。本県における生

物多様性の危機についても依然深刻であり、今後さらなる努力と緊急で効果的な施策が必要

です。 

生物多様性は、山や海、森が注目されやすいですが、都市の緑も重要な役割を果たしてお

り、住民に様々な恩恵を提供していることから、都市全体を見渡した生態系ネットワークを

確保することが重要です。 

「生態系ネットワーク」は、生物の生息生育空間である〈大拠点〉と〈拠点〉をできるだ

け広い面積で保全・再生し、生きものを安定的に生息生育できる環境を確保します。これを

帯状や飛び石状の自然地である〈回廊〉でつなぐことにより、生きものが移動できるように

します。また、〈大拠点〉〈拠点〉と〈回廊〉の周辺に広がる区域は〈基盤環境〉として、

自然の質の向上を図ることによって、生態系ネットワークの形成を助けるようにします。複

数の市町村にまたがる生態系ネットワークの形成については、関係市町と調整し一体となっ

て生態系の保全・再生を図る配置を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：あいち生物多様性戦略 2020
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■参考例：多様な視点からの総合評価を踏まえた緑地の配置計画を示した例 

    （西尾市緑の基本計画） 

西尾市緑の基本計画では、「1）良好な都市環境を保全・創出する緑」「2）身近な

レクリエーション環境整備と観光に配慮した緑地」「3）災害に役立つ緑地」「4）も

てなしの緑・景観を形成する緑地」のそれぞれの配置計画を検討したのち、生物多様

性の視点を含めた総合尾的な緑地の配置計画を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生物多様性に係る配置方針） 

⑥水と緑のネットワーク 

・緑の拠点を中心として、市域に広がる都市公園や社寺等の小さな緑を緑化道路

軸や河川軸で繋ぎ、背後に広がる都市の骨格となる緑地と連携した緑のネット

ワークを形成します。また、動植物の生息・移動空間として生態系ネットワー

クを形成し、生物多様性の保全・創出に努めます。 

 

 

 

 

 

 

※著作権により公表不可のため省略
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取組２ 将来都市構造の構築と連動した緑の配置 

  

都市緑地法との対応 都市公園の整備 都市公園の管理 緑地の確保 緑化の推進 
   

対応する基本方針 いのちを守る緑 暮らしの質を高める緑 交流を生み出す緑 

本格的な人口減少・少子高齢化を迎える社会においては、持続可能な都市経営の確保を目

指し、医療・福祉、商業といった様々な都市機能の集積した拠点の形成と、過度に自動車に

依存しない公共交通主体の交通体系による、集約型都市構造の構築が求められています。 

都市構造の再構築を推進する中で、豊かな暮らしを支える生活環境を確保するためには、

緑の観点から集約型都市構造に向けた都市と緑の将来像等を緑の基本計画等で明示すること

が必要です。 

 

■集約型都市構造の将来像を踏まえた緑の考え方の例 

○都市機能や居住を誘導する区域 

・居住環境の向上、にぎわい創出等の観点からの都市公園、公共施設の活用・再編 

・民間開発との連携による効率的・効果的な緑の量と質の確保 

 

○都市機能や居住を誘導する区域の外側 

・緑地や農地等に加え、人口減少等により生じる空地等の非建築的土地利用の計画 

・緑地や農地が適正に保全・活用された緑・農が共生したゆとりある居住環境の形成 

・流域圏や崖線など存在するまとまった緑地の系統的保全・配慮 

・生物多様性の確保・向上の観点からの水と緑のネットワーク形成等 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討（中間とりまとめのポイント） 
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■参考例：将来の都市構造との整合性に配慮した緑の配置方針計画（愛知県東海市） 

 

夢をつなぐ 花と緑があふれる都市づくり 

・太田川駅周辺の都市・交流機能が集積する都市拠点や、その他主要駅周辺の地区拠点、新

駅周辺など、居住人口の増加や産業用地の供給を図っていく地区を中心に、街路樹や公

園・緑地の整備などによって身近な場所に花や緑があふれるまちづくりを推進します。 

・都市拠点やレクリエーション拠点、健康福祉拠点、健康増進拠点などを「中核となる緑の

拠点」に位置づけ、レクリエーション機能などの緑の持つ様々な機能が多面的に発揮され

た空間づくりに取組みます。また、「緑の拠点」における緑の充実を図ります。 

・平洲と大仏を訪ねる花の道やエコプロムナードなどの散策路を、誰もが利用しやすいよう

に整備することによって、駅と公園、観光資源などを線でつなげ、自家用車に過度に頼ら

ないで暮らせる環境にやさしい都市づくりや、市民の健康で元気な暮らしを支える都市づ

くりを推進します。 

 

  

※著作権により公表不可のため省略
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7.2.2 施策検討 

（1）総合的な取組について 

取組３ 地域特性に応じた在来種の植栽・管理 

  

都市緑地法との対応 都市公園の整備 都市公園の管理 緑地の確保 緑化の推進 
   

対応する基本方針 いのちを守る緑 暮らしの質を高める緑 交流を生み出す緑 

本県では、暖帯・温帯の植物を含む豊かな植物相がみられます。三河山地の奥山から尾

張北東部や名古屋東部丘陵などの里山、知多半島や東三河地域などの果樹園や水田などの

耕作地まで、多様な植生をみることができます。 

各地域で特徴的な植生を保全するためには、市街地部において公園や開発用地等の植栽

を行う場合には、「自然環境の保全と再生のガイドライン」に基づき、対象地域の植生タ

イプを踏まえた樹種を選定するとともに、地域種子、苗木を検討する必要があります。な

お、公園等において、市街地景観の形成や地域づくり等を目的として園芸種を植栽するこ

とが考えられますが、この場合には、市町村と住民等が協力しながら、適切に管理するこ

とにより地域の植生を保全する必要があります。 

また、道路植栽の整備においては、「愛知県道路構造の手引き」に基づく在来種の利用

が望まれますが、初期成長等を踏まえやむをえず外来種と混播する必要がある場合は、適

切に管理するなどの措置を検討する必要があります。 

健全な植栽や植生基盤を保全・育成する取組は、緑が有する多様な機能を十分発揮させ

るために必要不可欠であるため、緑の基本計画では、市町村のみならず住民やＮＰＯ、民

間事業者等が、これらに十分配慮した施策を展開できるように、植栽や管理の方針を記載

することが望まれます。 

さらに、樹木の育成には長期間を要するため、植樹整備当初の目的を踏まえた適切な維

持管理が継続的に実施されるよう、公園の樹木や各市町村を特徴づけるような緑等を対象

として、緑の基本計画に位置づけた方針と整合を図りながら、具体的な方法を示した植栽

管理計画等を検討することが望まれます。 

 

■開発事業における在来種の植栽（自然環境の保全と再生のガイドライン 愛知県） 
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■植栽管理計画等の事例：吹田市道路・公園樹木適正管理指針 

・樹木の大径木化・高齢木化等に伴う新たな課題が顕在化する中で、今後の道路・公園

に係る社会的な要請への対応も見据え、吹田市の実情に照らした独自の道路・公園樹

木管理の手引書として指針を策定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■植栽管理計画等の事例：目黒区公園長寿命化計画 

・方針は、植栽の機能や特徴別に設定した植栽地区分別の標準的な管理方針と、管理の

現況や公園の地域性等を考慮した管理方針の調整等の方針を設定し、次に高中木を対

象に、単木レベルでの管理方針を設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貴重な観光資源として、また地域の財産として区民からの関心が高い桜を事例に、今

後の取組について、具体的な進め方を示している。 

  


